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〔
省

令
〕

〇
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
厚
生
労
働
一
一
八
）

J

〇
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
経
済
産
業
五
六
）

〔
告

示
〕

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
要
旨
（
平
成
九
年
分
〜
平
成

二
十
年
分
）
を
公
表
す
る
件

（
総
務
四
〇
六
）

J
I

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
に
係
る
収
支
に
関
す
る
報
告
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
要
旨
（
平
成
十
四

年
分
〜
平
成
十
五
年
分
、
平
成
二
十
年

分
〜
平
成
二
十
一
年
分
）
を
公
表
す
る
件

（
同
四
〇
七
）

J
N

〇
電
波
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
項
各
号
の
無
線
局
が
使
用
す
る
周

波
数
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
四
〇
八
）

J
Q

〇
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
厚
生
労
働
三
八
二
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

K
J

特
殊
法
人
等

平
成
二
十
一
事
業
年
度
財
務
諸
表
（
独
立

行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
・

独
立
行
政
法
人
電
子
航
法
研
究
所
）、
独

立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
計

量
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
登
録
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総

合
研
究
所
特
定
計
量
器
型
式
承
認
、
司
法

書
士
名
簿
登
録
等
、
日
本
弁
護
士
連
合
会

裁
決
・
懲
戒
の
処
分
関
係

O
K

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
関
係

Q
N

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

Q
Q

〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
八
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
第
四
百
七
号
を
第
四
百
九
号
と
し
、
第
三
百
十
号
か
ら
第
四
百
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

三
百
九
号
を
第
三
百
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
十
一

ブ
チ
ル
ア
ミ
ン

別
表
第
一
中
第
三
百
八
号
を
第
三
百
九
号
と
し
、
第
三
百
七
号
を
第
三
百
八
号
と
し
、
第
三
百
六
号
を
第
三
百
七
号

と
し
、
第
三
百
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
百
六

フ
ェ
ネ
チ
ル
ア
ミ
ン

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
六
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
日

経
済
産
業
大
臣

大
畠

章
宏

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
十
一
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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